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（
質
問
の 

三
）

答

弁

第

三

号 

    

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
戦
争
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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長 

堤 
 

康 
次 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
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田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
戦
争
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

保
険
会
社
が
戦
争
保
険
金
を
特
殊
預
金
の
方
法
で
決
済
し
た
の
は
、
旧
戦
時
特
殊
損
害
保
険
法(

昭
和
十
九
年
法
律
第
十

八
号)

に
基
く
戦
争
保
険
の
保
険
金
で
あ
つ
て
、
旧
臨
時
資
金
調
整
法
施
行
令(

昭
和
十
九
年
勅
令
第
百
二
十
二
号)

に
よ
り

支
払
債
務
額
の
う
ち
、
昭
和
二
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
は
一
件
に
つ
き
三
千
円
を
、
同
年
七
月
一
日
以
降
は
一
件
に
つ
き
五

千
円
を
そ
れ
ぞ
れ
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
は
御
承
知
の
と
お
り
で
あ
る
。 

こ
の
被
保
険
者
が
取
得
し
た
特
殊
預
金
債
権
は
、
後
に
戦
時
補
償
特
別
措
置
法(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
三
十
八
号)

に
よ

り
一
定
額
の
課
税
控
除
を
認
め
、
そ
の
残
額
を
戦
時
補
償
特
別
税
の
納
付
の
か
た
ち
で
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て

こ
れ
は
、
ひ
と
り
戦
争
保
険
金
に
関
す
る
も
の
の
み
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
戦
時
補
償
の
打
切
り
と
し
て
政
府
又
は
同
法
に
い

う
特
定
機
関
に
対
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
つ
て
、
終
戦
後
の
事
態
の
推
移
に
か
ん
が
み
、
国
民
経
済
及

び
財
政
の
整
備
再
建
の
た
め
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。 

政
府
と
し
て
は
、
戦
争
犠
牲
負
担
の
公
平
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
今
後
と
も
財
政
事
情
の
許
す
限
り
充
分
考
慮
し
て
ゆ 



き
た
い
と
考
え
る
が
、
特
に
御
質
問
の
主
意
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
採
り
あ
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




